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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 選挙人名簿 

行政機関等の名称 船橋市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

船橋市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 選挙人名簿の調製・閲覧・管理事務のため 

記録項目 

１識別番号、２世帯番号、３行政区コード、４投票区コー

ド、５氏名カナ、６氏名漢字、７生年月日、８性別、９続

柄、１０住民日、１１現住所コード、１２現住所、１３現

住所方書、１４現住所郵便番号、１５転出先コード、１６

転出先住所、１７転出先方書、１８簿冊番号、１９名簿頁

番号、２０名簿行番号、２１状態区分、２２失権事由、２

３失権停止期間開始年月日、２４失権停止終了年月日、

２５郵便投票証明書交付有無、２６名簿登録証明書交付

有無、２７住民状態、２８異動事由、２９届出日、３０異

動日、３１登録年月日、３２表示登録区分、３３在外移転

区分、３４在外移転日、３５本籍地、３６筆頭者、３７世

帯主氏名、３８続柄 

記録範囲 船橋市住民 

記録情報の収集方法 
本人からの申請、市の他機関、国・他の地方公共団体等か

らの収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 
市の他機関、国・他の地方公共団体等、入場整理券の印刷

業務受託者 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

公職選挙法第 27 条 

公職選挙法施行令第 16 条 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第 21 条第 7 項に該当
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するファイル 

☑有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 

組織の名称及び所在地 

－ 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行政法人） 

 

個人情報ファイルの名称 裁判員候補者予定者名簿 

行政機関等の名称 船橋市選挙管理委員会 

個人情報ファイルが利用に供 

される事務をつかさどる組織 

の名称 

船橋市選挙管理委員会 

個人情報ファイルの利用目的 裁判員候補者予定者名簿の調製 

記録項目 
１識別番号、２氏名、３性別、４生年月日、５住所、６本

籍 

記録範囲 選挙人名簿登録者 

記録情報の収集方法 選挙人名簿より収集 

要配慮個人情報が含まれると 

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 千葉地方裁判所 

開示請求等を受理する組織の 

名称及び所在地 

（名称）船橋市総務部総務法制課情報公開係 

（所在地）〒273-8501 千葉県船橋市湊町 2－10－25   

訂正及び利用停止に関する他 

の法令の規定による特別の手 

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 

 

☑法第 60 条第 2 項第１号 

（電算処理ファイル） □法第 60 条第 2 項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第 21 条第 7 項に該当

するファイル 

□有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 

案の募集をする個人情報ファ 

イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提 

案を受ける組織の名称及び所 

在地 

－ 

行政機関等匿名加工情報の概 

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案を受ける 
－ 
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組織の名称及び所在地 

作成された行政機関等匿名加 

工情報に関する提案をするこ 

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情 

報が含まれているときはその 

旨 

－ 

備 考  

 


